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【報告事項１】

新型コロナウイルス感染症に係る対応の経過について
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新型コロナウイルス感染症に係る対応の経過について

新型コロナウイルス感染症の影響による動き

2月13日（木）に国内で初めて感染源の不明な感染者が発生して以降、協会けんぽ本部を中心に、
感染症拡大防止策の検討、対応が実施された。

政府・国 協会けんぽ本部 協会けんぽ新潟支部

2月

13日（木）
国内で初めて感染源の不明な
感染者が発生

17日（月）

リスク管理委員会を開催

新型コロナウイルス感染症に係る対応に
ついて各支部に通知
・業務の継続について
・手洗い、マスク着用等の注意喚起
・妊婦、基礎疾患保有者の時差出勤
の検討
・不急の会議、研修会等の延期、
中止の検討
・外部事業者等との接触の記録

ホームページにて注意喚起文を掲載

18日（火）

25日（火）
新型コロナウイルス対策基本方針を
決定

「特定保健指導中止」の事務連絡

27日（木）
総理が公立小中学校等の臨時休校を
要請する旨を表明

特定保健指導の勧奨休止。実施も延期

28日（金）
「新型コロナウイルス感染症拡大による
学校の臨時休校に伴う特別休暇の付与に
関する規程」について通知
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新型コロナウイルス感染症に係る対応の経過について

政府・国 協会けんぽ本部 協会けんぽ新潟支部

3月

2日（月）
「新型コロナウイルス感染症拡大による
学校の臨時休校に伴う特別休暇の付与に
関する規程」を制定

3日（火）

新型コロナウイルス感染症に係る対応に
ついて通知
・業務の継続について
・手洗い、マスク着用等の注意喚起
・妊婦、基礎疾患保有者の時差出勤
の検討
・不急の会議、研修会等の延期、
中止の検討
・外部事業者等との接触の記録
・発熱等あった職員の対応
・罹患した職員及び濃厚接触者等なった
職員対応

協会けんぽ主催集団健診中止ついて通知

10日（火）
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手
当金について通知

11日（水）

新型コロナウイルス感染症に係る対応に
ついて通知
・職員の健康確保対策
・業務の制限について

12日（木）
新型コロナウイルス感染症に係る任意継
続被保険者の保険料等の取扱いについて
通知

13日（金）
改正新型インフルエンザ等対対策特別措
置法が成立

28日（土）
新型コロナウイルス感染症対策の基本対
処方針が決定

30日（月）
メールマガジンにて郵送による手続き依
頼文を配信
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政府・国 協会けんぽ本部 協会けんぽ新潟支部

4月

6日（月）
新型コロナウイルス感染症拡大による緊
急事態における休業等に関する規程」を
制定

7日（火） 緊急事態宣言発令（1都1府5県）

9日（木）
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事
態宣言を踏まえた特定健診・特定保健指
導等における対応について発出

緊急事態における休業期間中の健診及び
保健指導の対応について通知

健診・保健指導の勧奨業務等中止

11日（土）
新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針を変更

14日（火）
「新型コロナ臨時休校に伴う休業等規程
の制定について」通知

16日（木）
全国に緊急事態宣言発令。特定警戒都道
府県を指定（1都1道2府9県）

17日（金）
支部内ホームページ、メールマガジンに
て、サテライト窓口の開設日縮減の広報
を実施

22日（水）

「新型コロナウイルス感染症拡大による
緊急事態に伴う休業の一部改正並びに緊
急事態宣言下における業務の縮小及び出
勤する職員の縮減について」通知

メールマガジンにて支部窓口業務の職員
常駐休止の広報を実施

23日（木） 支部職員の休業、自宅待機開始

新型コロナウイルス感染症に係る対応の経過について
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新型コロナウイルス感染症に係る対応の経過について

政府・国 協会けんぽ本部 協会けんぽ新潟支部

5月

1日（金）
支部内ホームページにて、サテライト窓
口の開設日縮減延長の広報を実施

4日（月） 緊急事態宣言期間延長

11日（月）
メールマガジンにて支部窓口業務の職員
常駐休止延長の広報を実施

14日（木） 緊急事態宣言解除（39県）

15日（金）
メールマガジンにて支部窓口業務の職員
常駐休止継続の広報を実施

21日（金） 緊急事態宣言解除（2府1県）

25日（月） 緊急事態宣言解除（1都1道3県）

28日（木）
緊急事態宣言解除後（6月1日以降）の対
応について通知

29日（月）
メールマガジンにて支部窓口業務の職員
常駐休止継続の広報を実施

6月1日以降、人員態勢の縮小を終了し、これまで「停止」または「可能な限り実施する」としてい
た業務について、本部より示された「職員の健康確保対策」「業務の取り扱い」「健診・保健指導の
対応」に基づいて業務を遂行している。
しかしながら、緊急事態宣言解除後においても、依然として新型コロナウイルスの感染リスクは

残っていることから、引き続き、感染防止策を講じる必要がある。
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【報告事項２】

ジェネリック医薬品使用促進緊急対策について
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新潟支部の取り組み

取り組み 内容

支部によるプレスリリース 令和２年２月２８日、プレスリリース実施
「新潟支部８０％達成目前」

新潟県後発医薬品安心使用促進協議会での意
見発信

新型コロナウイルス感染症の影響で書面開催 課題
点や協会けんぽの取組み内容等を文書にし、意見発
信を行った

保険者協議会名での使用促進文書送付 保険者協議会に提案、令和２年６月２６日、保険者協
議会名で保険医療機関・保険薬局計２，５１５機関に
使用促進文書送付

見える化ツール等を活用した医療機関等への訪
問

新型コロナウイルス感染症の影響で６月に実施、現
在、厚生連本部他、８医療機関・１５薬局に訪問（９月
まで継続）

新潟県・薬剤師会・保険薬局への情報提供 新潟県医務薬事課・新潟県薬剤師会に取組報告と情
報提供を行った。また、新潟県薬剤師会と連携し、保
険薬局へ見える化ツールを送付する（予定）
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プレスリリース（令和2年2月28日）１ページ目 プレスリリース（令和2年2月28日）2ページ目
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プレスリリース（令和2年2月28日）3ページ目
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プレスリリース（令和2年2月28日）参考資料１・２

参考資料2

参考資料１



保険者協議会名での使用促進文書

12

㊢



令和２年２月

78.7%

13



新潟支部

80.9%
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